
インターネット経由の電子申請が

ご利用いただけます

【利用対象者】：被保険者
    被扶養者（一部申請に限る）

社会保険労務士
※被保険者と被扶養者は、マイナンバーカードによる

本人確認を必要とします。
    ※社会保険労務士は、事前にユーザーID/パスワード

を取得することで利用可能となります。

【利用時間】：平日8時から21時まで

郵送代が不要になるとともに、船員保険部への申請書到着も早まります。

事前に必要事項を記載した申請書や申請に必要な添付書類をご準備
いただき、電子申請システム内のデータファイル送信機能にてご提出して
いただきます。
※申請書や添付書類は、スマートフォンのカメラ機能で撮影した画像を送信できます。

電子申請の利用・詳細については、電子申請特設ページをご覧ください→

船員保険部のホームページがリニューアルしました！

リニューアル後も今までと同じURLでホームページの閲覧が可能です。

NEW

船員保険部ホームページ

トップページ上に「よく利用される情報」という項目が追加され、
知りたい情報にたどり着きやすくなりました！

申請書はトップページ上部の
「給付と手続き・申請書」からご覧いただけます！

？用語の横にある をクリックすると

用語の説明が読めるようになりました！
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